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    こころの健康度・生活習慣に関する調査 目的 

「避難区域等の住民の皆様の 
        こころとからだの健康を見守ります」 

 東日本大震災及び福島第一原発事故以降、放射線への
不安、避難生活、財産の喪失及び恐怖体験等により、精
神的苦痛や心的外傷（トラウマ）を負った県民のこころ
の健康度や生活習慣を正しく把握し、健康、福祉、医療
にかかる適切なケアを提供することを目的に、平成23年
度から県民健康調査「こころの健康度・生活習慣に関す
る調査」を実施し、支援を行っています。 
 また、支援が必要と思われる回答者を対象に、電話等
による支援を行うと共に、市町村、ふくしま心のケアセ
ンターと支援対象者を速やかに共有し、効果的・効率的
な支援を実施しています。 

こころの 
健康度 

県民健康調査の「こころの健康度・生活習慣に関する調査」とは？（福島県立医大放射線医学県民健康管理センター）より作成 

避難区域に指定され、長期にわたる避難生活を強いられている多くの住民の方は、生活
環境が大きく変わり、生活習慣も変化せざるを得ませんでした。それに伴い、調査対象と
なる住民の皆様の身体はもとより、こころの健康に関してもしっかり見守り、適切な支援
や支援のための体制作りに役立てることを目的に「こころの健康度・生活習慣に関する調
査」を実施しています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・6章QA65	 こころの健康度・生活習慣に関する調査の目的を教えてください
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こころの健康度・生活習慣に関する調査 概要（1/2） 

【主な調査項目】 

・現在のこころとからだの健康状態について  

・生活習慣について（食生活、睡眠、喫煙、飲酒、運動） 

・最近の行動について 

・現在の生活状況、人とのつながりについて（「一般」）など 

【回答後の対応】 
 回答内容から、支援が必要と思われる方には「こころの健康支援チーム」の
臨床心理士、保健師、看護師等からお電話をさせていただき、こころの健康や
生活習慣に関する問題についてアドバイスや支援を行っています。 
 また、継続した支援が必要と思われる方には、地域の登録医師や市町村、ふ
くしま心のケアセンターと連携し、継続的なケアを行っています。 

【対象者】  
震災時に避難区域等に住民登録があった方、約21万人。 

  〔年齢区分〕0～3歳、4～6歳、小学生、中学生、一般（16歳以上）の５つ 

【調査方法】 
対象者の年齢区分に応じて、調査票（自記式または保護者回答）を作成し 
配布する 

こころの 
健康度 

県民健康調査の「こころの健康度・生活習慣に関する調査」とは？（福島県立医大放射線医学県民健康管理センター）より作成 

こころの健康度・生活習慣に関する調査の対象となる方は、健康診査と同じく、原発事
故時に警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に指定された市町村及び特定避難
勧奨地点の属する地域※にお住まいだった方々です。
これらの方々に、こころと身体の健康状態をお尋ねする調査票に回答していただき、回
答内容を指標化し、支援を必要とされていないかどうかを確認しています。
より適切な対応を行うために、調査対象者の年齢に応じた調査票を用意しています。小
児は「0～ 3歳」「4～ 6歳」「小学生」「中学生」の 4つに区分し、それに 16 歳以上の
一般を加えて計 5つに区分しています。
調査内容は、現在のこころや体の健康状態のほか、避難によって生活環境が大きく変わっ
たことから、食生活、睡眠、飲酒、喫煙、運動などの生活習慣の変化についてもお尋ねし
ています。

※：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪
江町、葛尾村、飯舘村の全域及び伊達市の一部

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2014 年 3月 31日
	 ：2015 年 3月 31日

関連Q&A
・6章QA67	 平成 23年 3月 11日時点では避難区域等にいなかったのに、調査票が送られてきました
・6章QA68	 調査結果は全員に通知されるのですか
・6章QA74	 県外に住所を変更しても調査は継続してもらえるのですか
・6章QA75	 震災後に子どもが生まれましたが、調査の対象になりますか
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